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令和6年5月31日に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律が公布され、令和7年
4月と令和７年10月に段階的に施行されます。今回は、令和7年4月の改正ポイントについて解説いたします。

名称が「子の看護等休暇」へ変更され、対象となる子の範囲や取得事由が拡大します。また、労使協定に基づき継続雇用
期間6か月未満の労働者を子の看護等休暇の対象外とできなくなります。

辻・本郷 社会保険労務士法人が
毎月発行する事務所報。
法改正など、みなさまのお役に立つ情報を
お届けしていきます。

育児休業等に関する改正（令和 7年 4月～）

1 子の看護休暇 の見直し
※1

現在、3歳未満の子を養育する労働者が請求した場合において所定外労働（残業）が免除されているところ、対象となる
労働者の範囲が、小学校就学前の子を養育する労働者へ拡大します。

2 所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務とされます。

4 育児のためのテレワーク導入

5 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

改正内容 施行【前】 施行【後】

対象となる子の範囲の拡大

名称変更 子の看護休暇 子の看護等休暇

小学校就学の始期に達するまで

取得事由の拡大
（③④を追加）

小学校３年生修了まで

①病気・けが
②予防接種・健康診断

①病気・けが
②予防接種・健康診断

③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園（入学）式、卒園式

労使協定による継続
雇用期間６か月未満
除外規定の廃止

〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が２日以下
②継続雇用期間６か月未満

〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が２日以下
※②を撤廃

育児・介護休業法が変わります！

※1　対象となる子を養育する労働者が、1年間に5日（対象となる子が2人以上の場合は、10日） を限度として取得できる制度
※2　3歳未満の子を養育する労働者が希望した場合、短時間勤務制度を講ずることが義務付けられており、一定の場合（短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、
　　  その業務に従事する労働者がいる場合）にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることができます。

�
�
�
�

施行【後】

改正内容 施行【前】 施行【後】

請求可能となる労働者の
範囲の拡大 ３歳未満の子を養育する労働者 小学校就学前の子を養育する労働者

施行【後】

短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置の中に、「テレワーク」が追加されます。

3 短時間勤務制度（3歳未満）の代替措置にテレワーク追加

改正内容 施行【前】 施行【後】

〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等

〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
③テレワーク

代替措置 の
メニューを追加

※2

施行【後】施行【後】

現在、従業員数1,000人超の企業に育児休業取得状況の公表が義務付けられているところ、従業員数300人超の企業にも
公表が義務付けられます。



介護休業等に関する改正（令和 7年 4月～）

1 介護休暇 を取得できる労働者の要件緩和
※3

※4

労使協定に基づき継続雇用期間6か月未満の労働者を介護休暇の対象外とできなくなります。

周知事項

個別周知・意向確認の方法

2 介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、
以下(1)～(4)のいずれかの措置を講ずることが、事業主の義務となります。

3 介護離職防止のための個別の周知・意向確認

4 介護のためのテレワーク導入

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務とされます。

(1) 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
(2) 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備（相談窓口設置）
(3) 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
(4) 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の
確認を個別に行うことが、事業主の義務となります。

①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等（制度の内容）
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先（例：人事部など）
③介護休業給付金に関すること

①面談　②書面交付　③FAX　④電子メール等　のいずれか 注：①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。

情報提供期間

情報提供事項

情報提供の方法

(2)介護に直面する前の早い段階 (40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、介護休業制度等に関する以下の事項について
情報提供することが、事業主の義務となります。

①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等（制度の内容）
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先（例：人事部など）
③介護休業給付金に関すること

① 労働者が 40歳に達する日（誕生日前日）の属する年度（１年間）
② 労働者が 40歳に達する日の翌日（誕生日）から１年間　のいずれか

①面談　②書面交付　③FAX　④電子メール等　のいずれか 注：①はオンライン面談も可能。

厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内　令和７（2025）年 4月 1日から段階的に施行」（2024）
〈 参考文献 〉

※3　対象家族を介護する労働者が、1年間に5日（対象家族が2人以上の場合は、10日）を限度として取得できる制度
※4　介護休暇に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に関する制度、深夜業の制限に関する制度、介護のための所定労働時間の短縮等の措置
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改正内容 施行【前】 施行【後】

労使協定による継続雇用期間
６か月未満除外規定の廃止

〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が２日以下
②継続雇用期間６か月未満

〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が２日以下
※②を撤廃

施行【後】施行【後】


